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「路線価方式」で土地を評価
している地域

◇里・上町・元町の全域
◇大田・鳥巣・大島・原田の一部
◇前目・重留・市山・花北の一部

平成 24 年度以降、「標準宅地比準
方式」から、「路線価方式」による
評価に、変更する予定の地域

◇大島・金波田・堂崎の一部
◇前目・重留・市山の一部

上記以外の地域については、従来と同じく、標準宅地比準方式による評価を行います。

※１「路線価方式」	 	 正式には、「市街地宅地評価法」といいます。
※２「標準宅地比準方式」	 正式には、「その他の宅地評価法」といいます。

【路線価方式】（※１）基準となる道路の状況をもとに、道路ごとに価格を付け（路線価）、
　　　　　　　　　　土地が面している道路の価格を評価額として算出する方法

【標準宅地比準方式】（※２）ある程度似かよった地域（状況類似地区）ごとに区割りし、		
　　　　　　　　　　その中で標準的とされる宅地の価格を、その地域の評価額として算
　　　　　　　　　　出する方法

　国の評価基準では、住宅・商店がある程度集まっている地域（市街地・住宅地など）は路線価
方式で取り扱うのが望ましいとされています。この方法で土地の評価を行うのは、次の地域です。

　宅地の評価方法は国の固定資産評価基準によって、次の２つが定められて
います。

２つの評価方法を併用します。　

Ｑ

Ａ
土地の評価はどのようにして決めるのですか？

税務課　Infomation

☆今回の評価替えでは、調査の結果、評価額が大きく変動する場合があります。
　みなさまの、ご理解とご協力をお願いします。

　基準見直しの手順
(1) 平成 23 年度中に、航空写真と地籍図などをもとに、市内全域の土地の地目を確認するとともに、
　	現地調査を行い、課税地目の見直しを実施します。
(2) 次に、旧市町の評価基準を見直し、地域実状にあった「伊佐市土地評価基準」を作成します。
(3) そして、平成 24 年度から、新しい「伊佐市土地評価基準」に基づき、固定資産税を課税します。

　平成 20 年に伊佐市が誕生しましたが、現在の固定資産税の大半が旧市町の評価基準に基づき、
課税されています。今回、３年に１度行われる平成 24 年度の固定資産評価替えに合わせ、「伊佐市
土地評価基準」を作成します。これにより、地域の実状にあった公平・公正な税負担の実現を目指
します。

公平・公正の原則により、旧市町間の基準を統一します。
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問い合わせ先　市税務課固定資産税係																								☎�１３１１○内　１１８２

　毎年１月１日（賦課期
日）現在で、土地・家屋・
償却資産（事業用資産）
を所有している人が納め

る税金です。

　固定資産税は、固定資産
の評価額をもとに算出しま
すが、この評価を 3 年に１
度見直す制度が「評価替え」

です。　

　評価基準とは、固定
資産評価の実施方法に
ついて、国が定めた基
準です。さらに、伊佐

市では、地域の実状にあった「伊
佐市土地評価基準」を作成します。
国が定めた評価の基準と「伊佐市
土地評価基準」に基づき、評価額
が決定されます。　

※１）前回（平成 21 年度）の評価替えは、合併直後であり、土地の
　　　評価方法を統一できなかったため、旧市町のそれぞれの評価方
　　　法に基づいて行われました。
※２）市町村合併後の評価替えについては、「速やかに評価の統一を
　　　図ること」とされています。

平成 24 年度から

固定資産税の土地評価基準が変わります
～公平・公正な課税になるよう市内の土地評価基準を統一します～

固定資産税とは何ですか？Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ
Ａ

Ａ
固定資産の評価替えとは何ですか？

評価基準とは何ですか？

　今回の評価替えは、平成20年 11月に旧大口市と旧菱刈町が合併して、初め
ての本格的な評価替えです（※１）。今回の評価替えでは、税負担を公平にする
ため、旧市町でバラバラであった土地の評価方法を統一します。（※２）
　固定資産をお持ちの皆さんにかかわりのある変更となります。そこで、固定資
産税とはなにか、今回の評価替えでどういう点が統一されるのかを、シリーズで
掲載します。

税務課からのお知らせ

シリーズ　～ ① ～
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問い合わせ先
市環境政策課環境
保全係			

☎�１０６０
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   城下公民館    9:10 ～      9:20    深川公民館 11:45 ～ 11:50
   北さつま農協曽木支所   9:25 ～      9:45    川西公民館 13:15 ～ 13:25
   山城・松元さん宅前   9:55 ～ 10:00    針牟田公民館 13:30 ～ 13:45
   荻原・古城さん宅横 10:10 ～ 10:15    西方公民館 14:00 ～ 14:10
   田原公民館 10:25 ～ 10:30    西太良田代公民館 14:20 ～ 14:30
   北さつま農協針持支所 10:40 ～ 10:55    釘野々・上園さん宅前 14:40 ～ 14:45
   土瀬戸消防詰所 11:00 ～ 11:10    高塚公民館 15:00 ～ 15:10
   西太良地区コミュニティセンター 11:20 ～ 11:35    堂山公民館 15:20 ～ 15:30

　　　　　　　
   楠本集会施設    9:20 ～     9:25    川南・農協川南出張所跡前 13:25 ～ 13:30
   新拓集落センター    9:35 ～     9:40    町舟津田上集会所 13:40 ～ 13:45
   新川集落センター    9:55 ～ 10:00    築地・若宮神社前 13:55 ～ 14:00
   五色・内田さん宅前 10:15 ～ 10:20    築地集会施設 14:10 ～ 14:15
   麓後・梶川さん宅前 10:40 ～ 10:45    共進地区教育集会所 14:25 ～ 14:30
   本町公民館 10:55 ～ 11:00    共進納骨堂前 14:40 ～ 14:45
   下名集会施設 11:10 ～ 11:15    前目上・杉本さん宅前 14:55 ～ 15:00
   停車場青少年会館 11:25 ～ 11:30    前目公民館 15:10 ～ 15:20
   荒瀬多目的集会施設 13:10 ～ 13:15

　　　　　　　
   重留南集落センター    9:15 ～      9:20    徳辺上集落センター 11:30 ～ 11:40
   田中下・小山商店横   9:30 ～     9:35    花北下・中間商店前 13:10 ～ 13:15
   田中中・北山商店前   9:45 ～     9:50    花北営農研修センター 13:25 ～ 13:35
   田中・南方神社 10:00 ～ 10:05    薬師神社鳥居前 13:50 ～ 14:00
   田中上集会施設 10:15 ～ 10:20    下市山集会施設 14:15 ～ 14:20
   徳辺下集落センター 10:30 ～ 10:35    上市山・岡山さん宅前三叉路 14:35 ～ 14:40
   徳辺・上原さん宅前 10:45 ～ 10:50    東市山集会施設 14:55 ～ 15:00
   姫宮神社前 11:00 ～ 11:05    上市山集会施設 15:10 ～ 15:15
   小路・鮫島さん宅前 11:15 ～ 11:20    北部集会所跡 15:25 ～ 15:30

　　　　　　
   小川添公民館   9:20 ～      9:25    川北麓集会施設 13:25 ～ 13:30
   小川添野池・野池橋横   9:35 ～      9:40    湯之元・旧立山商店横 13:45 ～ 13:50
   永池鉱泉前 10:00 ～ 10:05    小原松山集会施設 13:55 ～ 14:00
   柳野三叉路 10:25 ～ 10:30    猶原集会施設 14:10 ～ 14:15
   楠原集会施設 10:40 ～ 10:45    平沢津公民館 14:25 ～ 14:30
   岩坪・納骨堂前 11:00 ～ 11:05    小原松山・園田さん宅前 14:40 ～ 14:45
   岩戸橋横 11:15 ～ 11:25    山田地区集会施設 14:55 ～ 15:00
   岩坪・緒方さん宅前 11:30 ～ 11:35    大山口・松下さん宅前 15:10 ～ 15:15
   本城宇都集会施設 11:45 ～ 11:50    山田・ひまわり館 15:25 ～ 15:30
   山下・鵜泊青少年会館 13:10 ～ 13:15

　　　　　　　　
   瓜之峰公民館    9:15 ～       9:20    下手風呂元・田上さん宅前 13:10 ～ 13:15
   本城地区集会施設   9:30 ～     9:35    下手上多目的集会施設 13:25 ～ 13:30
   西川・山口さん宅前   9:50 ～      9:55    下手浜場停留所前 13:40 ～ 13:45
   青木元上・鹿北製油工場跡前 10:05 ～ 10:10    下手須川・ごみ収集所横 13:55 ～ 14:00
   青木元地区教育集会施設 10:20 ～ 10:25    下手下集会施設 14:10 ～ 14:15
   場ノ木集会施設 10:35 ～ 10:40    下荒田公民館 14:25 ～ 14:30
   比良地区集会施設 10:50 ～ 11:00    大峰・ごみ収集所横 14:40 ～ 14:45
   本城町・覚誓寺前 11:10 ～ 11:20    市役所（菱刈庁舎）東側車庫前 14:55 ～ 15:00
   荒田地区集会施設 11:30 ～ 11:40

４月27日 水

5月        ９日 月

５月11日 水

５月13日 金

５月16日 月
お釣りのないようにお願いします。

注射には、飼い犬をきちんと制御できる人が来てください。

必ず注射に
連れて行ってね。
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狂犬病予防注射日程表
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対 象 犬　
生後 91 日以上の犬

手 数 料　
注射料　				3,000 円

登録料　				3,000 円

注射料　				2,450 円
注射済票							550 円

※家の中で飼われて
　いる犬も対象です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   永尾公民館   9:10 ～       9:20    篠原公民館 13:10 ～ 13:30
   北さつま農協目丸出張所跡    9:25 ～     9:45    山ノ口・川崎商店前 13:40 ～ 13:50
   北さつま農協東支所    9:55 ～ 10:10    北さつま農協木ノ氏出張所跡 14:00 ～ 14:25
   上青木東・中島修さん宅前 10:20 ～ 10:25     一ノ渡瀬牛尾入口三叉路 14:30 ～ 14:35
   中山・城さん宅前 10:35 ～ 10:40    笹野・長尾さん宅前 14:40 ～ 14:45
   新青木・木ノ下商店前 10:50 ～ 11:00    奈良野公民館 14:55 ～ 15:05
   上青木中公民館前 11:05 ～ 11:15    永野原・福吉理髪店前 15:10 ～ 15:15
   松ノ口三叉路 11:25 ～ 11:35    牛尾消防詰所前 15:25 ～ 15:35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   大口中学校正門入口   9:10 ～     9:25    浜里公民館 13:50 ～ 13:55
   水ノ手公民館   9:35 ～     9:50    木崎・大岩さん宅前 14:00 ～ 14:10
   原田公民館 10:10 ～ 10:20    木崎公民館入口 14:15 ～ 14:20
   小水流・あたご店前 10:30 ～ 11:00    旧焼酎資料館前 14:30 ～ 14:50
   北薩森林管理署前市役所車庫 11:10 ～ 11:20    高柳公民館 15:00 ～ 15:05
   仲町公民館前 11:30 ～ 11:40    大田公民館 15:10 ～ 15:20
   中央公民館跡 13:20 ～ 13:40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   春村公民館三叉路   9:20 ～     9:35    中村林産前 13:10 ～ 13:15
   小木原東諏訪神社   9:45 ～ 10:00    小川内公民館 13:25 ～ 13:35
   小木原上公民館 10:10 ～ 10:20    五女木公民館 13:55 ～ 14:00
   停車場公民館（駅跡公園） 10:30 ～ 10:50    山野西小学校前 14:15 ～ 14:20
   山野中学校体育館横 11:00 ～ 11:10    猩々公民館 14:50 ～ 14:55
   尾之上公民館 11:20 ～ 11:30    井立田ポンプ室前 15:00 ～ 15:05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   山野基幹集落センター    9:20 ～      9:40    平原・下村橋横 13:10 ～ 13:25
   石井・旧小泉商店前   9:50 ～ 10:05    渕辺・谷川政昭さん宅横 13:35 ～ 13:45
   中村橋三叉路 10:10 ～ 10:20    北さつま農協平出水支所 13:55 ～ 14:15
   石井公民館 10:25 ～ 10:40    平出水上公民館 14:30 ～ 14:40
   木地山橋横 10:55 ～ 11:00    日東公民館 14:55 ～ 15:05
   旧布計駅前 11:15 ～ 11:20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   園田・梅木田商店前   9:10 ～    9:20    萩谷神社前 11:40 ～ 11:50
   鳥巣上公民館   9:30 ～    9:45    北さつま農協白木倉庫 13:20 ～ 13:35
   冨士福祉館   9:55 ～ 10:05    旧白木上公民館 13:40 ～ 13:45
   大島北公民館 10:15 ～ 10:25    富ヶ丘公民館 14:00 ～ 14:05
   大島南公民館 10:35 ～ 10:50    月野公民館 14:20 ～ 14:25
   羽月地区公民館 10:55 ～ 11:15    豊原・久野さん宅入口 14:35 ～ 14:40
   須原・馬頭観音様前 11:25 ～ 11:35    羽月山之神公民館 14:50 ～ 15:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   金波田・岩城さん宅前   9:10 ～     9:20    八代公民館 13:10 ～ 13:25
   金波田公民館   9:25 ～     9:35    宮人公民館 13:35 ～ 13:50
   堂崎公民館   9:40 ～     9:50    馬渡公民館 14:00 ～ 14:05
   羽月鉄道記念公園前   9:55 ～ 10:15    羽月田代公民館 14:20 ～ 14:25
   髙津原・土師さん宅前 10:20 ～ 10:25    辺母木公民館 14:35 ～ 14:45
   湯ノ谷・本石さん宅前 10:35 ～ 10:45    羽月西青少年センター 14:55 ～ 15:05
   下殿公民館前 11:00 ～ 11:10    川岩瀬公民館 15:15 ～ 15:25
   下ノ木場精米所前 11:20 ～ 11:30

４月13日 水

４月15日 金

４月18日 月

４月20日 水

４月22日 金

４月25日 月
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東北地方太平洋沖地震被災地へ

義援金・支援物資 と 元気 を 届けましょう
　東北地方太平洋沖地震により被災をされた方々、ご家族の皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
　東北地方において、３月 11 日に大地震が発生し、多くの死者が出るなど住民や家屋等に多大な被害
が出ました。
　伊佐市では、東北地方太平洋沖地震の復興を支援するため、市民の皆さまから義援金ならびに支援物
資を募り、被災地への支援を行うこととしましたので、お知らせします。
　皆さまのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

募金箱設置場所

義援金 支援物資

受付窓口

受付時間

受付可能な支援物資
○	伊佐市役所大口庁舎１階	市民課窓口
○	伊佐市役所菱刈庁舎１階	地域総務課窓口
○	大口ふれあいセンター１階窓口
○	伊佐市文化会館窓口
○	伊佐市社会福祉協議会本所（まごし館内）
○	伊佐市社会福祉協議会大口支所

○	衣類・タオル（新品に限る）
○	毛布・シーツ類（新品またはクリーニング済）
○	精白米

○	伊佐市文化会館（文化スポーツ課）
　	〒８９５―２５２１
　	伊佐市大口鳥巣３０５番地						☎�６３２０
　	※郵送可（送料は自己負担）
　	※回収は行いません。
　	※箱詰めにして持ってきてください。

※ 17時 15 分を過ぎても、職員がいる限り対応します
　ので、事前に受付窓口へ電話で確認してお持ち込み
　ください。
※現地の状況に応じて、連絡なく受け付けを終了する
　場合があります。

８時 30 分～ 17 時 15 分

設置期間　	９月 22 日（木）まで

◆集った義援金は、日本赤十字社を
　通じて被災地に届けます。

問い合わせ先　【義援金について】市総務課行政係　　　　						☎�１３１１○内　　　１１１４・１１１５

　　　　　　　【支援物資について】伊佐市文化会館文化スポーツ課　				　　　　　			☎�６３２０

　　　　　　チェーンメール等で誤った情報が流れ
　　　　　ています。誤った情報に惑わされないよ
　　　　うに、報道や行政機関の信頼できる情報に
よりご協力をお願いします。また、災害義援金名目
の募金詐欺にご注意ください。　

ご注意

　６月１日から、すべての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務付
けられます。
※悪質な訪問販売（不適正な価格
　販売等）にご注意ください。

問い合わせ先　
伊佐湧水消防組合消防本部予防課　
　　　　　　　　　☎�０１１９

住宅用火災警報器の
設置はお済みですか？ 　交通事故の相談に無料で応じています。交通

事故でお悩みの人はお気軽に相談ください。
○相談日（電話相談可）
　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時～ 12 時、13 時～ 17 時
○弁護士相談日（予約制、面談可能な人のみ）
　毎月第２・４木曜日　13 時～ 16 時
予約・問い合わせ先
鹿児島県自動車保険請求相談センター

☎０９９・２５２・３４６６

交通事故無料相談



9　　広報いさ  2011.04.01

サービス名 対象者 内容 手続き 利用者負担金

総合保健福祉
センター

（まごし館）
利用証

70 歳以上の高齢者
身体障害者手帳　　          
療育手帳　　　　　　　　
精神障害者福祉手帳

まごし館の温泉浴室等
の使用料が半額

市長寿支援課（大口
庁舎）または市地域
総務課（菱刈庁舎）
必要な物
・印鑑
・該当する手帳等
・保険証など年齢の
　確認できる物

利用料の半額
（150 円）

寝具乾燥
サービス

在宅の 65 歳以上の寝たきりの人
及び身体障害者（１級・２級）

寝具類の洗濯・乾燥
（年３回以内） １回当たり 660 円

理髪サービス 在宅の 65 歳以上の寝たきり高
齢者

居宅において理髪を行
います（年４回以内） １回当たり 400 円

福祉タクシー
利用券

75 歳以上の高齢者
身体障害者手帳

（１級・２級の人）　　
療育手帳　　　　　　　　
精神障害者福祉手帳

タクシー利用料の助成
（年５回）

１回当たり 500 円
を控除した額

はり・きゅう
施術助成

70 歳以上の高齢者で、医療給付
の対象とならない「はり・きゅう
施術」を受ける人

１回当たり 500 円の助
成（年 20 回）

１回当たり 500 円
を控除した額

長寿祝金支給 ４月１日から翌年の 3 月末日ま
でに、88 歳、100 歳になる人

・1 万円と記念写真
  （88 歳）
・8 万円（100 歳）

市において支給対象者
へ通知 ―

日常生活用具
給付

65 歳以上であって、心身機能の
低下に伴い防火等の配慮が必要
なひとり暮らしの高齢者等

自動消火器の設置経費
の助成 市長寿支援課（大口

庁舎）または市地域
総務課（菱刈庁舎）
必要な物・印鑑

所得税の利用者世
帯区分に応じて決
定します

日常生活用具
貸付

おおむね 65 歳以上であって、心
身機能の低下に伴い身体介護が
必要な寝たきり高齢者等（介護
認定者を除く）

介護ベッドの貸付 無　料

老人介護手当
支給

65 歳以上で要介護認定４以上に
なってから６か月以上経過した人
を 6 か月以上同居またはこれに準
ずる状態で介護している介護者

対象者へ月 5 千円を支
給する

（年 2 回、９月と３月）
―

緊急医療
情報キット

・災害時要援護者台帳登録者
・ひとり暮らしの 65 歳以上の高
   齢者
・65 歳以上の高齢者のみの世帯
   に属する人

情報シートにかかりつ
け医療機関・持病や服
薬などの情報を記入し
て自宅に保管し、救急
や災害時に、救急隊等
に医療情報を提供する

無　料

緊急通報装置
設置

65 歳以上の高齢者のみの世帯及
び身体障害者のみの世帯

協力者へ緊急時に連絡
できる体制を作る

必要な物
・印鑑
・協力者（2 人以上）
   の同意書

使用電話回線の基
本料金及び通話料
･ 破損修理代金（設
置については市で
行います）

日帰り入浴
サービス

市内の 60 歳以上の高齢者で老人
クラブ連合会所属の会員または、
任意団体

まごし館において給食
や入浴などのサービス
提供

伊佐市社会福祉協議
会へ団体ごとに申し
込み（☎� 4120）

１回当たり
１人 1,000 円

高齢者給食
サービス

65 歳以上の高齢者のみの世帯及
び身体障害者

月曜日から土曜日まで
昼食や夕食の提供

伊佐市社会福祉協議
会へ申し込み

（☎� 4120）
必要な物 ･ 印鑑

１食当たり 650 円

伊佐市高齢者福祉サービスのお知らせ

★
　次のような高齢者サービスを実施しています。希望する人は早めに
申請してください。（家族の人や代理の人でも申請できます。）

問い合わせ先　市長寿支援課高齢者対策係　　　　　　　　　　　　　　☎�１３１１○内　　１２２４・１２２５

｝所持者

｝所持者

　

自
分
で
申
請
で
き

な
い
人
は
、
民
生
委

員
・
自
治
会
長
・
福
祉

協
会
員
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
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番号 講座名 学習内容 学習日 時　間 定員
1 		短歌 		奥深い 31 文字の世界に触れてください。初心者大歓迎。 第 1・3木曜 14:00 ～ 16:00

20
2 		詩吟 		節調により詩情を表現します。 第 1・3火曜 19:00 ～ 21:00
3 			右脳で描くデッサン教室 				脳の訓練により描写力をアップしましょう。デッサンレッスンです。 第 2・4土曜 10:00 ～ 12:00 15
4 		絵画入門 		水彩画等、初心者の人対象です !! 第 1・3 火曜 10:00 ～ 12:00 12
5 		絵手紙入門 		葉書に四季の草花を描いて大切な人に送りませんか。 第 1・3水曜 10:00 ～ 12:00

15

6 		パンフラワー 		パン粘土で花を作って、お家に飾ってみませんか。 第 2・4水曜 19:00 ～ 21:00
7 		クレイ・アート 		樹脂粘土で本物に近い花を作ってみませんか。 第 2・4土曜 19:00 ～ 21:00
8 			手編み（毛糸）教室 		一本の毛糸から好きなものを作り上げてゆく楽しみを。 第 1・3火曜 19:30 ～ 21:30
9 		古布創作 		タンスの中の着物等を再生、自分に合うもの創作しましょう。 第 2・4火曜 19:00 ～ 21:00
10 		着付け教室 		半巾帯・名古屋帯・袋帯の結び方など学びませんか？ 第 1・3水曜 19:00 ～ 21:30
11 		やさしいピラティス 				簡単な運動を行い、筋肉のバランスを整えて均整のとれた体を。 第 2・4火曜 19:00 ～ 21:00 25
12 			焼き物おおくち教室 		焼き物入門、初めての人チャレンジしませんか。 第 2・4土曜 13:00 ～ 16:00

20
13 			焼き物ひしかり教室 		自身で器や皿を作って、焼いて見ませんか。 第 1・3土曜 				9:30 ～ 11:30
14 		保健気功太極拳 		寝たきり防止に、太極拳で貯筋しましょう。 第 2・4水曜 13:30 ～ 15:30
15 		やさしいヨガ 		やさしいヨガでゆっくり体と心をほぐし、体調すっきり !! 第 1・3 水曜 19:00 ～ 21:00
16 		健康リズム体操 		整美体操により、心身の爽やかな状態を作りませんか。 第 2・4火曜 				9:30 ～ 11:30
17 		ペン習字 				冠婚葬祭の表書きや手紙・はがきの美しい書き方などを学びます。 第 2・4日曜 10:00 ～ 12:00 15
18 		伊佐ふるさと探訪 			伊佐の歴史と現代の施設を学びながら、ふるさと発見！	マイクロバス利用。 第 1・3金曜 13:00 ～ 16:00 25
19 			女性のための伊佐教室 		さまざまな事を楽しく、地域や身の回りのことを学習！ 第 1・3金曜 				9:30 ～ 11:30 40
20 		高齢者教室 		65 歳以上対象、多種多様な講座と学習交流を行います。 第 2・4木曜 				9:30 ～ 11:00 50

申込期間　４月６日（水）～ 22 日（金）　期日厳守　※定員になり次第締め切ります。
受 講 料　○ふれあい講座　2,500 円　　○特別講座　1,500 円　○特別集中講座　2,000 円
　　　　　※教材費が別途必要な講座もあります。　
申込方法　大口ふれあいセンターに備え付けの「伊佐市ふれあい講座申込書」（原則１人１講座）に必要事項
　　　　　を記入し、受講料を添えて、市教育委員会社会教育課　（大口ふれあいセンター１階事務所）へお
　　　　　申し込みください。　※電話・ＦＡＸ・郵送等での申し込みは受け付けません。
受講決定　開講式の通知をもって、受講決定とさせていただきます。
そ の 他　○募集定員に達しない場合は、開講できない講座もありますのでご了承ください。
　　　　　○４月 13 日現在で定員に満たない講座については１人２講座まで受講できます。
　　　　　○受付は先着順ですが、初めて受講される人を優先しますのでご了承ください。	 	
問い合わせ先　市教育委員会社会教育課社会教育係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎�１６１３

番号 講座名 学習内容 学習日 時　間 定員
25 		パソコン基礎講座 		パソコンの基本操作を学びましょう。　(					初心者対象 ) ６月 14 日～ 18 日

14:00 ～ 16:00 20
26 		パソコン・ワード基礎講座 		ワードの基本レッスンです。（初心者対象） ６月	21 日～ 25 日

　大口ふれあいセンターを中心に講座を開設します。

ふれあい講座（12 回）　期間：６月～ 12 月　

特別講座（６回）　期間：６月～ 12 月

特別集中講座（連続５日）　

☆学習日・時間・場所・定員は、貸館・講師等の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。

開 講 式　５月 29 日（日）　大口ふれあいセンター３階多目的ホール　13 時

番号 講座名 学習内容 学習日 時　間 定員
21 		やさしいアロマテラピー 			アロマの基礎を学んで生活に癒しと楽しみを加えてみませんか。 第１火曜 19:00 ～ 21:00

1522 		俳句入門 			五・七・五による言葉の調べにより心の中の場景を広げる俳句を学びましょう。 第１土曜
13:00 ～ 16:00

23 		さつま狂句入門 		さつま狂句をつくる楽しみを味わいましょう。 第２土曜

24 		伊佐の星空を楽しもう ! 		星空の街伊佐を望遠鏡で楽しみましょう。小中高は親子同伴です。　※小中高学生の申込は保護者の申込となります。
第３土曜
※変更有り 18:00 ～ 21:00 20

平成23年度  伊佐市「ふれあい講座」受講生を

集募 します
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平成 22 年伊佐市内の交通事故発生状況

物損事故
（件）
			560

＋ 81

死亡事故
（人）
　１

－１

人身事故
（件）
	104

－ 19

件　数

前年比

　平成 22 年中に伊佐市内で発生した交通事故の
状況をお知らせします。傾向として人身事故は減
少していますが、逆に物損事故は増加しています。
　また、平成 23 年に入ってから人身事故・物損
事故とも大幅に増加しています。事故の特徴を参
考にして緊張感をもった運転を心がけましょう。
人身事故の特徴
○約６割が高齢者の関係する交通事故です。
○若者が加害者となる事故が増加しています。
　（前年より 11 件増）
○子どもの事故が増加しています。
　（前年より６件増）
○約５割の事故が交差点で発生しています。
物損事故の特徴
○約３割が後退中の事故です。駐車するときは前
　進で発車できるように停めましょう。

集団健診のご案内

みんなで交通事故防止鹿児島県の最低賃金

～国保の皆さん、「特定健診」受診率向上にご協力ください！～
　市では、集団健診を次の日程で実施します。
健診日程（都合の良い日に受診できます）
○ 4月 13 日（水）～ 17 日（日）
　菱刈総合保健福祉センター（まごし館）
○ 4月 18 日（月）～ 28 日（木）
　大口元気こころ館
受付時間　7時～ 9時 30 分
受診料金
○特定健診：無料
○その他の検診（40 歳以上誰でも受診できます）
　・胃がん検診・腹部超音波検診：1,200 円
　・B型肝炎ウィルス検診：100 円
　・C型肝炎ウィルス・前立腺がん・骨粗しょう症検診：500 円
　・歯科相談：無料
問い合わせ先　市役所市民課健康保険係　　☎�１３１１○内　　１１６２
　　　　　　　市健康増進課健康推進係　　☎�１３１１○内　　１２１７

タクシー利用券
○集団健診を受ける予定の人
　・遠方または交通手段のない人に
　　利用券を（1,000 円）発行します。
申込期限　受診予定日 5日前までに
　　　　　お電話ください。
※ただし、その他の検診受診のみの
　人は除きます。

Ｐ 17の
「健康のコーナー」
もご覧ください！

使用者も
労働者も

必ずチェック！

　鹿児島県の最低賃金が平成 22 年 10 月 28
日から改正されました。

　鹿児島県の特定（産業別）最低賃金が次の
ように改正されました。
○自動車（新車）小売業
　時間額：710円〈平成 22 年 12 月 24 日〉
○百貨店、総合スーパー
　時間額：672円〈平成 23 年１月８日〉
○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
　器具、情報通信機械器具製造業
　時間額：692円〈平成 23 年１月５日〉
※〈〉内の日付は効力発生日になります。
★鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者
　に適用されます。ただし、別に定める特定
　（産業別）最低賃金の産業に
　該当する場合は、当該最低
　賃金も適用されます。
問い合わせ先
鹿児島県労働局労働基準部賃金室

☎０９９・２２３・８２７８

鹿児島県最低賃金　時間額：642円
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行政からのお知らせ

　市では、高齢者や障がい者などの世帯を対象に、病気や災害時に迅速に救急医療活動を受けられる
態勢を整えるため、「緊急医療情報キット」を希望者に無料で配布します。

緊急医療情報キットとは
　ひとり暮らしの高齢者などが、自宅での緊急時に備えるための道具です。
緊急医療活動に必要な氏名、生年月日、血液型、服薬内容、かかりつけ医療
機関、緊急連絡先などの緊急情報をシートにご自身で記載し、円筒形のプラス
チック容器に入れて、自宅の冷蔵庫に保管しておきます。
　緊急時に、かけつけた救急隊員が救急活動や救助活動をするために冷蔵庫から
取り出し、適切な救急医療活動のために活用します。
　キットはかけつけた救急隊員が探しやすいように、ほとんどの
家庭の台所にある冷蔵庫で保管します。
緊急医療情報キットの配布対象者
１．伊佐市災害要援護者避難支援要綱の規定により災害時要援護者
　　登録台帳に登録されている人
２．65 歳以上のひとり暮らしの人
３．65 歳以上の高齢者のみの世帯
４．上記のほか、市が適当と認める人
緊急医療情報キットをもらうには
　４月から大口庁舎・菱刈庁舎の下記窓口で申請ができます。対象者であることを確認させていただ
くため、生年月日と氏名が記載された本人確認書類（健康保険証など）を持参ください。代理人でも
申請できます。
申請・問い合わせ先
市長寿支援課地域包括支援係（大口庁舎）　　　　　　　　　　		☎�１３１１○内　　１２２２・１２２３
市長寿支援課分室高齢者支援係（菱刈庁舎）　　　　　　　　　　　　　　		☎�１３１１○内　　２１７３

緊急医療情報キットを備えましょう

　４月から伊佐会場の「出張年金相
談」が「予約制」になります。
　予約の申し込みは、年金相談日
の２週間前から年金相談日の前々日
までとなります。
※市では予約受付を行いません。

　４月から「出張年金相談」
が「予約制」になります。
　予約の申し込みは、年金相
談日の２週間前から年金相談日
の前々日までとなります。
※市では予約受付を行いません。

　年金相談日 年金相談会場

		平成 23 年		４月 21 日（木） 大口ふれあいセンター
　　	　　　			５月 12 日（木） 菱刈いきがいセンター
　　	　　　			６月 23 日（木） 大口ふれあいセンター
　　	　　　			７月				７日（木） 菱刈いきがいセンター
　　	　　　			８月 11 日（木） 大口ふれあいセンター
　　　	　　			９月				８日（木） 菱刈いきがいセンター
　　　	　　		10 月 20 日（木） 大口ふれあいセンター
　　　	　　		11 月 10 日（木） 菱刈いきがいセンター
　　　	　　		12 月				８日（木） 大口ふれあいセンター
		平成 24 年		１月 12 日（木） 菱刈いきがいセンター
　　	　　　			２月				２日（木） 大口ふれあいセンター
　　　	　　			３月				８日（木） 菱刈いきがいセンター

予約申込・問い合わせ先　加治木年金事務所お客さま相談室　　　　　☎０９９５・６２・３５１１

年金相談の「予約申込」のお知らせ

年金相談は

予約制になります。

申込先に予約してください。

緊急時のために…
今からできる
こと始めま
しょう！
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平
成
24
年
歌
会
始
め
の
お
題
及
び
詠
進
歌
の
詠
進
要
領

一
、
平
成
24
年
歌
会
始
の
お
題
　「
岸
」

※
お
題
は
「
岸
」
で
す
が
、
歌
に
よ
む
場

　
合
は
「
岸
」
の
文
字
が
詠
み
込
ま
れ
て

　
い
れ
ば
よ
く
、「
海
岸
」「
川
岸
」
の
よ

　
う
な
熟
語
を
使
用
し
て
も
差
し
支
え
あ

　
り
ま
せ
ん
。

二
、
詠
進
歌
の
詠
進
要
領

⑴
詠
進
歌
は
、
お
題
を
詠
み
込
ん
だ
自
作

　
の
短
歌
で
一
人
一
首
と
し
、
未
発
表
の

　
も
の
に
限
り
ま
す
。

⑵
書
式
は
、
半
紙
（
習
字
用
の
半
紙
）
を

　
横
長
に
用
い
、
右
半
分
に
お
題
と
短
歌
、

　
左
半
分
に
郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話
番

　
号
、
氏
名
（
本
名
、
ふ
り
が
な
付
）、
生

　
年
月
日
及
び
職
業
（
な
る
べ
く
具
体
的

　
に
）を
縦
書
き
で
書
い
て
く
だ
さ
い（
書

　
式
図
参
照
）。

　
　
無
職
の
場
合
は
、「
無
職
」
と
書
い

　
て
く
だ
さ
い
（
以
前
に
職
業
に
就
い
た

　
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
な
る
べ
く
元

　
の
職
業
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。）。

　
　
な
お
、主
婦
の
場
合
は
、単
に「
主
婦
」

　
と
書
い
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

⑶
用
紙
は
、
半
紙
と
し
、
記
載
事
項
は
全

　
て
毛
筆
で
自
書
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

　
し
、
海
外
か
ら
詠
進
す
る
場
合
は
、
用

　
紙
は
随
意
（
但
、
半
紙
サ
イ
ズ
24	

cm
×

　
33	

cm
の
横
長
）
と
し
、
毛
筆
で
な
く
て

　
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

⑷
病
気
ま
た
は
身
体
障
害
者
の
た
め
毛
筆

　
に
て
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
は
次
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ア
、
代
筆
（
墨
書
）
に
よ
る
。
代
筆
の

　
　
　
理
由
、
代
筆
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
を
別
紙
に
書
い
て
詠
進
歌
に
添
え

　
　
　
て
く
だ
さ
い
。

　
イ
、
本
人
が
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
な

　
　
　
ど
を
使
用
し
て
印
字
す
る
。
こ
の

　
　
　
場
合
、
こ
れ
ら
の
機
器
を
使
用
し

　
　
　
た
理
由
を
別
紙
に
書
い
て
詠
進
歌

　
　
　
に
添
え
て
く
だ
さ
い
。

　
ウ
、
視
覚
障
害
の
人
は
、
点
字
で
詠
進

　
　
　
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

三
、
注
意
事
項

　
次
の
場
合
に
は
、
詠
進
歌
は
失
格
と
な

り
ま
す
。

⑴
お
題
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
場
合
や
短

　
歌
の
定
型
で
な
い
も
の
ま
た
用
紙
が
縦

　
長
の
場
合

⑵
一
人
で
二
首
以
上
詠
進
し
た
場
合
や
毛

　
筆
で
な
い
場
合

⑶
詠
進
歌
が
既
に
発
表
さ
れ
た
短
歌
と
同

　
一
ま
た
は
著
し
く
類
似
し
た
短
歌
で
あ

　
る
場
合

⑷
詠
進
歌
を
歌
会
始
の
行
わ
れ
る
以
前
に
、

　
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
出
版
物
、
年
賀

　
状
等
に
よ
り
発
表
し
た
場
合

⑸
二
⑷
に
記
し
た
代
筆
の
理
由
書
を
添
え

　
た
場
合
を
除
き
、
同
筆
と
認
め
ら
れ
る

　
す
べ
て
の
詠
進
歌

⑹
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
業
を
書

　
い
て
い
な
い
も
の
そ
の
他
こ
の
詠
進
要

　
領
に
よ
ら
な
い
場
合

四
、
詠
進
の
期
間

　
お
題
発
表
の
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
と

し
、
郵
送
の
場
合
は
、
消
印
が
９
月
30
日

ま
で
の
も
の
を
有
効
と
し
ま
す
。

五
、
郵
便
の
あ
て
先

　「
一
０
０
―
八
一
一
一
　
宮
内
庁
」
と

し
、
封
筒
に
「
詠
進
歌
」
と
書
き
添
え
て

く
だ
さ
い
。
詠
進
歌
は
、
小
さ
く
折
っ
て

封
入
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

六
、
疑
問
が
あ
る
場
合

　
直
接
、
宮
内
庁
式
部
職
あ
て
に
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
氏
名
を
書
き
、
返
信
用
切

手
を
は
っ
た
封
筒
を
添
え
て
、
９
月
20
日

ま
で
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.kunaicho.go.jp/

）
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

注
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
利
用
目
的

　
二
⑵
で
記
載
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、

歌
会
始
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
利
用
し

ま
す
。

○
利
用
及
び
提
供
の
制
限

　
法
令
に
基
づ
く
開
示
要
請
が
あ
っ
た
場

合
そ
の
他
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
自

ら
利
用
し
、
ま
た
は
第
三
者
に
提
供
し
ま

せ
ん
。

お
題
「
岸
」

書式図
（横　長）

〒
住
　
　
所

電
話
番
号氏

　
　
名

ふ
り
が
な

生
年
月
日

職
　
　
業

（
山
折
り
）

、 

、 

、 

、 

、 

、 

、 

、 

、

、 

、 

、 

、 

、 

、 

、 

、 

、




